
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
二
十
七
年
六
月
二
日

参
議
院
国
土
交
通
委
員
会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
じ
、
そ
の
運
用
に
万
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

一

Ｊ
Ｒ
九
州
は
、
純
民
間
会
社
化
後
に
お
い
て
も
、
輸
送
の
安
全
が
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
優
先
す
る
最
も
重
要
か
つ
基
本
的
な

事
項
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
輸
送
の
安
全
の
確
保
に
万
全
を
期
す
こ
と
。
ま
た
、
施
設
の
老
朽
化
対
応
等
の
設
備
更
新
、
鳥

獣
の
衝
突
防
止
等
に
係
る
取
組
、
防
災
・
減
災
対
策
の
推
進
及
び
運
賃
・
料
金
の
適
切
な
水
準
の
維
持
に
鋭
意
努
め
る
と
と

も
に
、
利
用
者
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
適
切
な
輸
送
力
の
確
保
及
び
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
努
め
る
こ
と
。

二

Ｊ
Ｒ
九
州
は
、
輸
送
の
安
全
・
安
心
の
確
保
及
び
一
層
の
向
上
等
に
資
す
る
よ
う
、
今
後
と
も
人
材
の
確
保
及
び
技
術
・

技
能
の
適
切
な
継
承
に
努
め
る
こ
と
。

三

Ｊ
Ｒ
九
州
は
、
本
法
施
行
後
に
あ
っ
て
も
、
需
要
を
積
極
的
に
開
拓
す
る
な
ど
、
で
き
る
限
り
経
営
努
力
に
よ
り
鉄
道
路

線
の
維
持
に
努
め
る
と
と
も
に
、
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
等
を
十
分
踏
ま
え
、
引
き
続
き
沿
線
地
域
の
交
通
利
便
の
確
保
に

万
全
を
期
す
べ
く
沿
線
自
治
体
等
と
密
接
な
連
携
を
図
る
こ
と
。

四

Ｊ
Ｒ
九
州
は
、
関
連
事
業
を
展
開
す
る
に
際
し
て
、
大
量
の
利
用
者
が
集
散
す
る
駅
施
設
を
保
有
す
る
こ
と
等
を
十
分
に

留
意
し
、
当
該
進
出
地
域
の
振
興
、
中
小
企
業
者
へ
の
影
響
等
に
つ
い
て
、
適
切
な
配
慮
を
行
う
こ
と
。

五

本
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
指
針
は
、
Ｊ
Ｒ
九
州
の
健
全
な
経
営
に
配
慮
し
、
過
度
の
規
制
と
な
ら
な
い
よ
う
適
切
に
定

め
る
こ
と
。



六

本
法
附
則
第
七
条
の
経
営
安
定
基
金
の
取
崩
し
及
び
振
替
に
際
し
て
は
、
Ｊ
Ｒ
九
州
の
安
定
的
経
営
が
長
期
的
に
可
能
と

な
る
よ
う
十
分
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
Ｊ
Ｒ
九
州
の
経
営
の
自
由
度
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
留
意
す
る
こ
と
。

七

国
等
は
、
九
州
地
区
に
お
け
る
鉄
道
を
取
り
巻
く
厳
し
い
経
営
環
境
を
十
分
勘
案
し
、
適
切
な
輸
送
の
確
保
に
向
け
て
、

所
要
の
支
援
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。
ま
た
、
今
後
、
株
式
上
場
の
動
向
等
を
勘
案
し
、
税
制
に
つ
い
て
そ
の
在
り
方
の
検
討

に
努
め
る
こ
と
。

八

Ｊ
Ｒ
北
海
道
及
び
Ｊ
Ｒ
四
国
は
、
経
営
自
立
に
向
け
た
経
営
基
盤
の
確
立
に
努
め
る
と
と
も
に
、
国
は
、
両
社
を
取
り
巻

く
現
下
の
厳
し
い
経
営
環
境
に
鑑
み
、
引
き
続
き
安
全
な
輸
送
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
資
す
る
鉄
道
の
イ
ン
フ
ラ
の
維
持
・
強

化
、
高
速
化
等
に
対
し
て
所
要
の
支
援
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。
ま
た
、
Ｊ
Ｒ
貨
物
は
、
経
営
基
盤
の
確
立
に
努
め
る
と
と
も

に
、
国
は
、
物
流
政
策
と
し
て
掲
げ
る
物
流
モ
ー
ダ
ル
シ
フ
ト
の
促
進
を
目
的
と
し
て
引
き
続
き
適
切
な
支
援
措
置
を
講
じ

る
こ
と
。

九

人
口
減
少
や
少
子
化
等
、
鉄
道
事
業
を
取
り
巻
く
環
境
が
厳
し
さ
を
増
す
中
、
交
通
政
策
基
本
法
の
理
念
に
則
り
、
Ｊ
Ｒ

各
社
は
、
民
営
鉄
道
や
バ
ス
・
タ
ク
シ
ー
な
ど
と
の
連
携
を
深
め
る
と
と
も
に
、
国
は
、
公
共
交
通
全
体
を
見
据
え
た
輸
送

の
在
り
方
と
Ｊ
Ｒ
の
位
置
付
け
を
踏
ま
え
つ
つ
、
上
下
分
離
方
式
な
ど
、
地
域
と
の
更
な
る
連
携
に
向
け
た
具
体
的
方
策
に

つ
い
て
検
討
に
努
め
る
こ
と
。

十

国
は
、
各
鉄
道
事
業
者
に
お
い
て
、
今
後
と
も
高
齢
者
、
身
体
障
害
者
等
の
移
動
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
、
駅
施
設
や
車

両
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
が
な
さ
れ
る
よ
う
必
要
な
支
援
を
行
う
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


